
第
三
章
　
三
新
法
体
制

第
一

節
　
郡
区
町
村
の

編
成

六
三

　
郡
区
役
所
設
置
に

関
す
る
布
達
お
よ
び
嘆
願
書

（
一

－
三
）

（一）

甲
第
百
四
十
六
号

今
般
郡
区
制
定
ニ

就
テ
ハ

郡
区
役
所
左
ノ
場
所
へ

設
置
候
条
此
旨
布
達
候
事

但
右
番
地
及
ヒ

開
庁
日
限
等
ハ

追
テ
可
相
達
候
事

明
治
十
一

年
十
一

月
十
八
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

横
浜
区
役
所

　
本
町
一

丁
目

久
良
岐
郡
役
所

　
笹

下

村

橘
樹
郡
役
所

　
神
奈
川

駅

都
筑
郡
役
所

　
川

井

村

西
多
摩
郡
役
所

　
青

梅

町

南
多
摩
郡
役
所

　
横

山

宿

北
多
摩
郡
役
所

　
府

中

駅

三
浦
郡
役
所

　
横

須

賀
町

鎌
倉
郡
役
所

　
戸

塚

駅

高
座
郡
役
所

　
藤

沢

駅

大
住
淘
綾
両
郡
役
所

　
大

磯

駅

足
柄
上
郡
役
所

　
関

本

村

足
柄
下
郡
役
所

　
小

田

原

駅

愛
甲
郡
役
所

　
厚

木

町

津
久
井
郡
役
所

　
中

野

村

（二）

甲
第
五
十
六
号

本
月
本
県
甲
第
百
四
十
五

号
ヲ

以
郡
区
編
制
之
儀
布
達
候
就
テ
ハ

本
月
三
十
日

限
リ
従
来
ノ

大
小
区
并
ニ

正
副
区
戸
長
以
下
相
廃
シ

各
郡
役
所
左
ノ

場
所
へ

相

設
ケ
来
ル

十
二

月
二

日
開
庁
候
条
此
旨
布
達
候
事

但
各
小
区
正
副
戸
長
及
駅
町
村
用
掛
之
儀
ハ

追
テ
町
村
へ

戸
長
撰
定
候
迄
旧

名
義
ヲ

以
町
村
事
務
取
扱
候
儀
ト
可
相
心
得
事

明
治
十
一

年
十
一

月
廿
六
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

旧
二

大
区

久
良
岐
郡
　
笹
下
村
三
十
一

番
地

　
区
務
所
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橘
樹
郡
　
神
奈
川
町
八
百
廿
四
番
地

　
成
仏
寺

都
筑
郡
　
下
川
井
村
三
千
四
百
四
番
地

　
旧
七
大
区
三
小
区

扱

所

西
多
摩
郡
　
青
梅
町
第
三
百
五
十
番
地

　
旧
拾
三
大
区区
務
所

南
多
摩
郡
　
八
王
子
横
山
宿
之
内
字
本
宿
五
百
十
八
番
地

　
禅
東
院

北
多
摩
郡
　
府
中
番
場
宿
百
六
番
地

　
矢
鳥
九
兵
衛

持

家

鎌
倉
郡
　
戸
塚
駅
七
十
番
地

　
宝
蔵
院

高
座
郡
　
藤
沢
駅
四
十
三
番
地

　
藤
沢
学
校

大
住

淘
綾
両
郡
　
大
磯
駅
南
本
町
百
九
十
四
番
地

　
佐
藤
嘉
尚

持

家

足
柄
上
郡
　
関
本
村
八
十
七
番
地

　
呉
地
し
げ

持

家

旧
廿
一

大
区

足
柄
下
郡
　
小
田
原
駅
幸
町
一

丁
目
百
八
番
地

　
区
務
所

愛
甲
郡
　
厚
木
町
八
十
二

番
地

　児
嶋
治
兵
衛

持

家

津
久
井
郡
　
中
野
村
二

十
七
番
地

　旧廿三大
区
五
小
区

扱

所

（
神
奈
川
県
布
達
）

（三）

明
治
十
一

年
第
七
月
太
政
官
第
十
七
号
郡
区
御
制
定
公
布
ノ
趣
キ
ヨ

リ
本
年
十

一

月
本
県
甲
第
百
四
十
五
号
ヲ

以
テ
郡
区
御
編
制
被
仰
出
既
ニ

一

区
十
四
郡
御

撰
定
猶
甲
第
百
五
十
六
号
ニ

従
前
大
小
区
画
廃
シ

更
ニ

郡
区
役
所
御
設
立
御
布

達
ノ

条
々

奉
拝
畏
候
抑
此
御
編
制
タ
ル

ヤ

普
ク
官
民
ノ

務
ヲ

主
ト
シ

汎
ク
行
政

ノ

便
ヲ

謀
ル

ニ

非
ス

シ

テ
何
ソ
ヤ

地
理
ノ

広
濶
狭
少
ニ

依
テ
統
治
ノ

難
易
ヲ

要

シ

便
宜
ヲ

妨
ケ
サ
ル

様
ト
厚
キ
良
政
ノ

御
旨
意
伏
テ
奉
感
悦
候
〓
ニ

当
郡
ノ

如

キ
ハ

地
形
極
テ
狭
遠
ニ

シ

テ
東
西
三
里
南
北
九
里
ニ

渉
リ
就
中
旧
二

十
大
区
ハ

中
央
相
模
原
ノ

開
拓
場
ヲ

有
シ

随
テ
村
落
隔
絶
シ

元
来
不
便
宜
僻
村
ノ

多
キ
ニ

今
般
御
設
立
郡
役
所
位
置
タ
ル

ハ

藤
沢
該
地
ハ

当
郡
ノ

南
端
ニ

界
シ

北
陬
在
村

ヨ

リ
距
里
九
里
余
ニ

至
ル

比
準
シ

テ
一

村
タ
リ
ト
モ

遠
隔
ナ
ラ
サ
ル

ナ
シ

依
之

村
民
等
公
事
情
願
ニ

就
キ
出
頭
ス

ル

ノ

時
数
里
程
ヲ

促
シ

炎
寒
殊
更
途
上
雨
雪

ニ

際
セ

ハ

日
ヲ

翌
シ

テ
到
ル

ラ
サ
レ

然
ラ
ハ

果
シ

テ
官
民
不
便
ノ
ミ

ナ
ラ
ス

民

費
増
消
ハ

勿
論
自
然
費
金
調
成
ナ
ス

不
能
夫
レ

カ

為
メ

遂
ニ

情
願
荏
苒
ニ

陥
リ

御
布
令
反
則
ノ

輩
ハ

嘗
テ
無
之
儀
ト
ハ

存
候
得
共
彼
是
レ

推
考
仕
理
由
不
過
之

今
ヤ

郡
区
御
編
制
ハ

断
然
便
宜
厚
キ
御
政
法
御
施
行
ニ

ヨ

レ

ハ

一

郡
ノ

人
民
共

御
官
護
奉
仰
度
就
テ
ハ

這
回
御
設
立
郡
役
所
位
置
藤
沢
駅
タ
ル

ハ

遠
隔
村
民
ノ

困
難
堪
エ

難
ク
候
仰
願
ク
ハ

実
地
事
情
御
斟
量
ノ

上
至
当
ノ

箇
所
御
撰
定
御
更

設
被
成
下
置
度
人
民
総
代
連
署
奉
嘆
願
候
以
上

右
二

十
五
ケ
村
人
民
総
代

明
治
十
一

年
十
二

月
十
三
日

　
北

嶋

政

吉

中

村

鉄
之
助

山
本

作
左
衛
門

神
奈
川
県
令
　
野
村

靖
殿

（「
指
令
伺
綴
」
大
矢
ゑ
ひ
氏
蔵
）
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六
四

　
郡
区
長
等
管
掌
事
務
に

関
す
る
件
達

甲
第
百
五
十
七
号

郡
区
長
以
下
管
掌
ノ

事
務
別
紙
ノ

通
郡
区
役
所
江
相
達
候
ニ

付
テ
ハ

諸
願
届
書

之
儀
郡
区
長
管
掌
ノ

㕝
務
ハ

郡
区
長
名
宛
ニ

テ
可
差
出
此
旨
布
達
候
事

明
治
十
一

年
十
一

月
廿
六
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

（
別
紙
）地

方
ノ

事
務
郡
区
長
ニ

於
テ
処
分
シ

テ
後
知
事
県
令
ニ

報
告
ス

ル

ヲ

得

ル

モ

ノ
左
ノ

件
々

ト
ス

第
一

　

徴
税
并
地
方
税
徴
収
及
不
納
者
処
分
ノ

事

第
二

　
徴
兵
取
調
ノ
事

第
三
　
身
代
限
財
産
処
分
ノ

事

第
四
　
逃
亡
死
亡
絶
家
ノ

財
産
処
分
ノ

事

第
五
　
官
有
地
ノ

倒
木
枯
木
ヲ

売
却
ス

ル

事

第
六
　
電
線
道
路
田
畑
水
利
ニ

障
碍
ア
ル

官
有
樹
木
ヲ

伐
採
ス

ル

事

第
七
　
河
岸
地
借
地
検
査
ノ

事

第
八
　
職
遊
猟
願
威
銃
願
ノ

事

第
九
　
印
紙
罫
紙
売
捌
願
ノ

事

第
十
　
小
学
校
学
資
金
ノ
事

右
ノ
外
府
知
事
県
令
ヨ

リ
特
ニ

委
任
ス

ル

条
件

戸
長
職
務
ノ
概
目

第
一

　

布
告
布
達
ヲ

町
村
内
ニ

示
ス

事

第
二

　
地
租
及
諸
税
ヲ

取
纒
メ
上
納
ス

ル

事

第
三
　

戸
籍
ノ

事

第
四
　
徴
兵
下
調
ノ

事

第
五
　
地
所
建
物
船
舶
質
入
書
入
并
ニ

売
買
ニ

奥
書
加
印
ノ

事

第
六
　

地
券
台
帳
ノ

事

第
七
　
迷
子
捨
子
及
ヒ

行
旅
病
人
変
死
人
其
他
㕝
変
ア
ル

ト
キ
ハ

警
察
署
ニ

報

知
ノ

事

第
八
　
天
災
又
ハ

非
常
ノ

難
ニ

遭
ヒ

目
下
窮
迫
ノ

者
ヲ

具
状
ス

ル

事

第
九
　
孝
子
節
婦
其
他
篤
行
ノ

者
ヲ

具
状
ス

ル

事

第
十
　
町
村
ノ
幼
童
就
学
勧
誘
ノ

事

第
十
一

　
町
村
内
ノ

人
民
ノ

印
影
簿
ヲ

整
置
ス

ル

事

第
十
二

　
諸
帳
簿
保
存
管
守
ノ

事

第
十
三
　
官
費
府
県
費
ニ

係
ル

河
港
道
路
堤
防
橋
梁
其
他
修
繕
保
存
ス

ヘ

キ
物

ニ

就
キ
利
害
ヲ

具
状
ス

ル

事

右
之
外
府
知
事
県
令
又
ハ

郡
区
長
ヨ

リ
命
令
ス

ル

所
ノ
事
務
ハ

規
則
又
ハ

命
令
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ニ

依
テ
従
事
ス

ヘ

キ
事

其
他
町
村
限
リ
道
路
橋
梁
悪
水
ノ

修
繕
掃
除
等
凡
ソ

協
議
費
ヲ

以
テ
支
弁
ス

ル

事
件
ヲ

幹
理
ス

ル

ハ

此
ニ

掲
ク
ル

所
ノ

限
ニ

ア
ラ
ス

（
神
奈
川
県
布
達
）

六
五

　
郡
区
長
委
任
事
務
に

関
す
る
件
達

庶
〔
甲
第
一

号
〕

来
ル

二

月
一

日
ヨ

リ
左
ノ

条
件
郡
区
長
へ

委
任
候
条
右
事
務
ニ

属
ス

ル

書
類
等

ハ

爾
後
郡
区
長
名
宛
ニ

テ
可
差
出
此
旨
布
達
候
事

第
一

　

風
震
水
火
ノ

難
ニ

罹
ル

者
一

時
救
助
ノ

事

第
二

　
難
破
船
及
漂
流
物
ノ

事

但
外
国
船
及
内
国
大
難
船
ハ

此
限
ニ

非
ス

第
三
　
改
宗
改
式
改
檀
届
ノ

事

第
四
　
開
扉
開
帳
説
教
願
ノ

事

第
五
　
社
寺
修
繕
願
ノ

事

但
県
社
以
上
ハ

此
限
ニ

非
ス

第
六
　
社
寺
什
物
取
締
ノ

事

第
七
　
婦
人
断
髪
願
ノ

事

第
八
　
人
民
ヨ

リ
他
府
県
へ

出
願
ノ

節
添
翰
ノ

事

第
九
　
当
然
ナ
ル

士
族
ノ

隠
居
家
督
相
続
養
子
及
跡
目
養
子
ノ

離
別
復
籍
并
民

籍
編
入
願
ノ

事

第
十
　
除
族
セ

ラ
レ

シ

モ

ノ
ヽ

跡
襲
族
願
ノ

事

第
十
一

　

失
踪
セ

シ
モ

ノ
ヽ

跡
相
続
及
妻
養
子
等
離
別
願
ノ

事

第
十
二

　
改
名
及
復
姓
願
ノ

事

第
十
三
　
原
籍
問
合
ニ

付
往
復
ノ

事

第
十
四
　
脱
漏
ノ

者
入
籍
願
ノ

事

第
十
五
　
逃
亡
訴
并
帰
住
届
及
逃
亡
人
八
十
年
ニ

至
リ
除
籍
届
ノ

事

第
十
六
　
士
族
ノ

転
居
寄
留
届
ノ

事

第
十
七
　
行
旅
ノ

困
難
及
行
倒
人
并
無
籍
漂
泊
人
取
扱
及
往
復
ノ

事

第
十
八
　
復
籍
人
逓
送
費
ニ

付
往
復
ノ

事

第
十
九
　
国
民
軍
名
簿
加
除
届
ノ

事

第
二

十
　
諸
車
検
査
ノ

事

第
廿
一

　

度
量
衡
新
器
検
査
烙
印
ノ
事

第
廿
二
　
諸
船
舶
検
査
ノ

事

第
廿
三
　
清
酒
ノ

外
醸
造
検
査
ノ

事

第
廿
四
　
清
酒
搾
機
械
封
印
開
閉
ノ
事

第
廿
五
　
酒
類
営
業
願
ノ

事

第
廿
六
　
煙
草
営
業
願
ノ

事
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第
廿
七
　
牛
馬
売
買
営
業
願
及
鑑
札
付
与
ノ

事

第
廿
八
　
飼
犬
鑑
札
付
与
ノ
事

第
廿
九
　
売
買
船
ニ

付
各
府
県
へ

照
会
ノ

事

第
三
十
　
地
方
税
ニ

関
シ

及
無
税
ニ

属
ス

ル

尋
常
ノ

諸
営
業
願
及
鑑
札
付
与
ノ

事
但
劇
場
及
芸
妓
稼
場
ヲ

新
ニ

設
置
シ

又
ハ

移
転
ノ

類
或
ハ

製
氷
営
業
願

ハ

此
限
ニ

非
ラ
ス

第
卅
一

　
諸
興
行
出
稼
等
ノ
為
社
寺
官
有
ノ

境
内
拝
借
願
ノ

事

第
卅
二

　
官
地
ニ

ア
ル

動
植
物
売
却
ノ

事

第
卅
三
　
官
地
拝
借
料
動
植
物
土
地
払
下
代
ヲ

徴
収
シ

及
ヒ

不
納
者
処
分
ノ

事

第
卅
四
　
官
有
地
ニ

在
ル

人
民
所
有
ノ

家
屋
売
買
及
書
入
質
奥
書
ノ

事

第
卅
五
　
並
木
ヲ

植
継
ク
事

第
卅
六
　
部
分
木
植
付
願
ノ

官
有
地
検
査
ノ

事

第
卅
七
　
電
信
柱
敷
地
手
当
金
調
査
ノ

事

第
卅
八
　
堤
上
堤
腹
等
ノ

仕
用
料
徴
収
ノ

事

第
卅
九
　
河
海
漁
業
鑑
札
付
与
ノ

事

第
四
十
　
賊
品
取
締
組
合
ヲ

定
メ
鑑
札
付
与
ノ

事

第
四

十
一

　

小
学
校
優
等
生
徒
賞
与
ノ

事

第
四
十
二

　
小
学
校
舎
修
繕
願
ノ

事

第
四
十
三
　
種
痘
術
開
業
願
ノ

事

第
四
十
四
　
他
府
県
下
開
業
医
出
張
所
願
ノ

事

但
内
務
省
ノ

免
状
所
持
セ

サ
ル

者
ハ

此
限
ニ

非
ス

第
四
十
五
　
道
路
ニ

係
リ
建
物
引
移
願
ノ

事

第
四
十
六
　
道
路
へ

足
代
板
囲
添
柱
等
ヲ

取
建
ル

願
ノ
事

但
道
路
掘
穿
ニ

係
ル

モ

ノ
ハ

此
限
ニ

非
ス

第
四
十
七
　
路
傍
ニ

建
札
或
ハ

飾
物
木
石
類
差
置
願
ノ
事

第
四
十
八
　
道
路
添
私
有
地
々

揚
願
ノ

事

第
四
十
九
　
諸
拝
借
金
ヲ

取
立
ル

事

（
神
奈
川
県
布
達
）

六
六

　
足
柄
上
郡
役
所
各
掛
事
務
仮
章
程

足
柄
上
郡
役
所
各
掛
事
務
仮
章
程

庶
務
掛

常
務
勧
業
社
寺
戸
籍
学
務
衛
生
等
ノ

事
務
『
ハ

総
テ
本
掛
ノ

専
掌
ト
ス

今
其
目

ヲ

分
掌
ス

ル

者
左
ノ

如
シ

』

『
常
』
第
一

　
人
民
ヨ

リ
他
府
県
へ

出
願
ノ

節
添
翰
願
ノ

事

『
常
』
第
二

　
身
代
限
財
産
取
調
ノ

事

『
常
』
第
三
　
逃
亡
死
亡
絶
家
ノ
財
産
処
分
ノ

事
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『
常
』
第
四
　
風
震
水
火
ノ

難
ニ

罹
ル

者
一

時
救
助
ノ

事

『
常
』
第
五
　
難
波
船
及
漂
流
物
ノ
事

『
常
』
第
六
　
婦
人
断
髪
願
ノ

事

『
常
』
第
七
　
『
町
村
組
合
及
ヒ

戸
長
役
場
位
置
変
換
願
ニ

参
与
ス

ル

事
』

『
常
』

　
『
民
費
ヲ

調
査
ス

ル

コ

ト
』

『
常
』
第
八
　
戸
長
筆
生
等
ノ
職
務
ニ

関
ス

ル

諸
事
ノ

事

『
常
』
第
九
　
戸
長
及
議
員
撰
挙
㕝
務
ノ

事

『
常
』
第
十
　
議
員
名
簿
『
ヲ

編
纂
シ

之
レ

ヲ

加
除
ス

ル

コ

ト

』

『
々

』
第
十
一

　
戸
長
及
議
員
ノ

姓
名
ヲ

郡
村
内
へ

広
告
ス

ル

事

『
々

』
第
十
二

　
戸
長
并
人
民
へ

達
ス

ル

諸
規
則
達
類
ノ

回
議
ニ

参
与
ス

ル

コ

ト

『
々

』
第
十
三
　
各
掛
ニ

属
セ

サ
ル

諸
願
伺
届
ヲ

調
理
ス

ル

事

『
々

』
第
十
四
　
小
使
等
ヲ

進
退
ス

ル

事

『
々

』
第
十
五
　
暦
史
ヲ

編
輯
叙
記
ス

ル

事

『
々

』
第
十
六
　
諸
官
員
ノ

職
務
及
身
分
ニ

関
ス

ル

事
務
ノ
事

『
々

』
第
十
七
　
官
員
名
簿
印
鑑
簿
及
履
歴
書
ヲ

調
理
ス

ル

事

『
々

』
第
十
八
　
郡
長
ニ

於
テ
処
分
シ

タ
ル

諸
事
ヲ

取
纒
メ
県
令
へ

報
告
ス

ル

コ

ト

『
々

』
第
十
九
　
郡
印
ヲ

管
理
ス

ル

事

『
々

』
第
二

十
　
諸
官
員
ノ
出
勤
欠
席
ヲ

調
査
シ

及
宿
直
ヲ

割
当
ル

事

『
々

』
第
廿
一

　
諸
達
類
ノ

文
例
ヲ

調
査
ス

ル

事

『
々

』
第
廿
二

　
諸
興
行
モ

ノ

等
ノ

許
否
ニ

参
与
ス

ル

事

『
々

』
第
廿
三
　
『
其
他
』
行
旅
ノ
困
難
及
行
倒
人
并
無
籍
漂
泊
人
取
扱
及
往

復
ノ

事

『
勧
』

　
『
勧
業
ノ

事
務
ニ

参
与
ス

ル

コ

ト
』

『
勧
』
第
廿
四
　
農
事
通
信
ノ

事

『
社
』
第
廿
五
　
改
宗
式
改
檀
届
ノ

事

『
社
』
第
廿
六
　

開
扉
開
帳
説
教
願
ノ

事

『
社
』
第
廿
七
　
社
寺
修
繕
願
ノ

事

『
社
』
第
廿
八
　
社
寺
境
内
ノ

枯
木
伐
採
願
ノ

許
否
ニ

参
与
ス

ル

事

『
社
』
第
廿
九
　
社
寺
什
物
取
締
ノ

事

『
社
』
第
三
十
　
諸
興
行
出
稼
ノ
為
メ

社
寺
官
有
ノ

境
内
拝
借
願
ニ

参
与
ス

ル

事

『
戸
』
第
三
十
一

　

徴
兵
調
ノ

事

『
戸
』
第
卅
二

　
当
然
ナ
ル

士
族
ノ

隠
居
家
督
相
続
養
子
及
跡
目
養
子
ノ

離
別

復
籍
并
民
籍
編
入
願
ノ

事

『
戸
』
第
卅
三
　
除
族
セ

ラ
レ

シ

者
ノ

跡
襲
族
願
ノ

事

『
戸
』
第
卅
四
　
失
踪
者
ノ

跡
相
続
及
妻
養
子
等
離
別
願
ノ
事
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『
戸
』
第
卅
五
　
改
名
及
復
籍
願
ノ
事

『
戸
』
第
卅
六
　
原
籍
問
合
ニ

付
往
復
ノ

事

『
戸
』
第
卅
七
　
脱
漏
ノ

者
入
籍
願
ノ

事

『
戸
』
第
卅
八
　
逃
亡
訴
并
帰
住
届
及
逃
亡
人
八
十
年
ニ

至
リ
除
籍
届
ノ

事

『
戸
』
第
卅
九
　
士
族
ノ

転
居
寄
留
ノ

事

『
戸
』
第
四
十
　
戸
籍
月
届
ヲ

調
査
ス

ル

事

『
戸
』
第
四
十
二

　
国
民
軍
名
簿
加
除
届
ノ

事

『
学
』
第
四
十
三
　
小
学
校
資
金
ノ

事

『
学
』
第
四
十
四
　
小
学
校
授
業
人
進
退
ノ

事

『
学
』
第
四
十
五
　
小
学
校
舎
修
繕
願
ノ
事

『
学
』
第
四
十
六
　
小
学
校
教
員
等
ノ

帰
省
并
病
気
療
養
等
ノ
為
メ
他
行
願
ノ

事

『
衛
』
第
四
十
七
　
種
痘
術
開
業
願
ノ

事

『
衛
』
第
四
十
八
　
他
府
県
医
師
出
張
所
願
ノ
事

『
衛
』
第
四

十
九
　
生
命
健
康
ニ

妨
害
ヲ

ナ
ス

ヘ

キ
危
険
ノ

職
業
地
方
税
ニ

属

ス

ル

願
ノ

許
否
ニ

参
与
ス

ル

事

『
衛
』
第
五
十
　
天
然
痘
并
流
行
病
等
ヲ

上
申
ス

ル

事

『
常
』
第
五
十
一

　

布
告
布
達
『
ヲ

配
達
シ

及
ヒ

之
レ

ヲ

編
纂
ス

ル

事
』

『
常

』
第
五
十
三
　
『
各
掛
ニ

属
セ

サ
ル

』
諸
公
文
及
物
ヲ

受
付
送
致
ス

ル

事

『
常
』
第
五
十
四
　
郡
長
ヨ

リ
号
付
ヲ

以
テ
各
村
戸
長
及
人
民
へ

達
ス

ル

諸
書

ヲ

各
掛
へ

回
覧
ニ

供
ス

ル

事

『
常
』
第
五
十
五
　
本
県
其
他
往
復
書
ヲ

取
扱
事

『
常
』
第
五
十
六
　
掲
示
場
ヲ

管
理
ス

ル

事

右
ノ
外
本
県
ノ

指
揮
ニ

因
リ
『
及
ヒ

本
県
』
各
課
ノ

章
程
ニ

依
準
シ

取
扱
ヘ

キ

事

租
税
掛
　

事
務
ヲ

分
テ
二

ト
ス

国
税
『
地
方
税
地
理
土
木
等
ノ

事
務
ハ

総
テ
本
掛
ノ

専
掌
ト
ス

今
其
目
ヲ

分
掌

ス

ル

者
左
ノ

如
シ

』

『
国
』
第
一

　
徴
税
并
不
納
者
処
分
ノ

事

『
国
』
第
二

　
職
遊
猟
願
威
銃
願
ノ
事

『
国
』
第
三
　
印
紙
罫
紙
売
捌
願
ノ
事

『
国
』
第
四
　
諸
車
検
査
ノ

事

『
国
』
第
五
　
清
酒
ノ

外
醸
造
検
査
ノ

事

『
国
』
第
六
　
清
酒
搾
器
械
封
印
開
閉
ノ

事

『
国
』
第
七
　
酒
類
営
業
願
ノ
事

『
国
』
第
八
　
煙
草
営
業
願
ノ
事

『
国
』
第
九
　
牛
馬
売
買
営
業
願
及
鑑
札
付
与
ノ
事

©神奈川県立公文書館



『
国
』
第
十
　
売
買
船
ニ

付
各
府
県
へ

照
会
ノ

事

『
国
』
第
十
一

　
船
舶
検
査
ノ

事

『
地
』
第
十
二

　
官
有
地
倒
木
枯
木
ヲ

売
却
ス

ル

事

『
地
』
第
十
三
　
電
線
道
路
田
畑
水
利
ニ

障
碍
ア
ル

官
有
樹
木
ヲ

伐
採
ス

ル

事

『
国
』
第
十
四
　
度
量
衡
新
器
検
査
烙
印
ノ
事

『
地
』
第
十
五
　
河
岸
地
借
地
検
査
ノ

事

『
地
』
第
十
六
　

官
地
ニ

有
ル

動
植
物
売
却
ノ

事

『
地
』
第
十
七
　
官
地
拝
借
料
動
植
物
土
地
払
下
代
ヲ

徴
収
シ

及
ヒ

不
納
者
処

分
ス

ル

事

『
地
』
第
十
八
　
官
有
地
ニ

ア
ル

人
民
所
有
家
屋
ヲ

書
入
質
及
ヒ

売
買
奥
書
ノ

事

『
国
』
第
十
九
　
地
券
書
換
願
ヲ

受
理
シ

之
ヲ

本
県
へ

送
致
シ

及
本
県
ヨ

リ
回

送
ノ

券
状
ヲ

人
民
ニ

下
付
ス

ル

事

『
国
』
第
二

十
　
地
券
証
印
税
ヲ

徴
収
シ

テ
本
庁
へ

送
致
ス

ル

事

『
地
』
第
廿
一

　
並
木
ヲ

植
継
ク
事

『
地
』
第
廿
二

　
部
分
木
植
付
願
ノ

官
有
地
検
査
ノ
事

『
地
』
第
廿
三
　
電
信
柱
敷
地
手
当
金
調
査
ノ
事

地
方
税
土
木
ノ

事
務
ヲ

担
任
ス

ル

者
左
ノ

如
シ

『
方
』
第
一

　

地
方
税
ヲ

徴
収
シ

及
ヒ

不
納
者
処
分
ノ

事

『
方
』
第
二

　
地
方
税
ニ

関
シ

無
税
ニ

属
ス

ル

尋
常
ノ

諸
営
業
願
及
鑑
札
付
与

ノ

事

『
方
』

　
『
諸
工

芸
戯
物
見
世
物
芸
娼
妓
及
芸
人
等
ノ

諸
営
業
願
ニ

参
与

ス

ル

事
』

『
方
』
第
三
　
諸
興
行
出
稼
ノ

為
メ

社
寺
官
有
地
ノ

境
内
拝
借
願
ノ
事

『
方
』
第
四
　
飼
犬
鑑
札
付
与
ノ
事

『
方
』
第
五
　
賊
品
取
締
組
合
ヲ

定
メ
鑑
札
付
与
ノ

事

『
方
』
第
六
　
河
海
漁
業
鑑
札
付
与
ノ

事

『
土

』
第
七
　
堤
上
堤
腹
等
ノ

仕
用
『
願
ニ

参
与
シ

及
ヒ

仕
用
』
料
徴
集
ノ

事

『
土

』
第
八
　
道
路
ニ

係
リ
建
物
引
移
願
ノ

事

『
土

』
第
九
　
道
路
ニ

建
札
或
ハ

飾
物
木
石
類
差
置
願
ノ

事

『
土
』
第
十
　
庁
舎
ヲ

修
繕
シ

及
諸
建
物
等
ノ
事
務
ヲ

担
当
ト
ス

ル

事

『
土

』
第
十
一

　

道
路
添
私
有
地
地
上
願
ノ

事

右
ノ
外
本
県
ノ

指
揮
ニ

因
リ
『
及
ヒ

本
県
』
各
課
ノ

章
程
ニ

依
準
シ

取
扱
可
キ

事

出

納

掛

出
納
用
度
『
ノ

事
務
ハ

総
テ
本
掛
ノ

専
掌
ト
ス

今
其
目
ヲ

分
掌
ス

ル

左
ノ

如
シ
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『
出
』
第
一

　

諸
『
貸
下

』
金
ヲ

取
立
ル

事

『
出
』
　『
国
税

□
』

『
出

』
第
三
　
出
納
関
ス

ル

各
掛
ノ

回
議
ヲ

検
査
ス

ル

事

（
付
箋
）『
一

　
土
木
及
営
繕
ノ

勘
定
ヲ

ナ
ス

事
』

『
出

』
第
四
　
戸
長
役
場
ノ

諸
費
ヲ

検
査
シ

之
ヲ

本
県
へ

請
求
シ

及
ヒ

下
付
ス

ル

事

『
出
』

　
『
民
費
ノ

計
算
ニ

関
与
ス

ル

事
』

『
出
』
第
五
　
諸
計
算
簿
ヲ

検
査
ス

ル

事

『
出

』
第
六
　
諸
勘
定
仕
上
ノ

事
務
ヲ

担
当
ス

ル

事

『
出
』
第
七
　
為
換
預
ノ

金
額
ヲ

照
査
ス

ル

事

『
出

』
第
八
　
俸
給
旅
費
需
用
買
上
品
等
ヲ

本
県
へ

請
求
シ

及
支
給
ス

ル

事

『
出

』
第
九
　
税
金
其
他
銀
行
ト
ノ

取
引
事
務
ヲ

負
担
ス

ル

事

『
用
』
第
十
　
諸
需
用
品
ヲ

購
求
付
与
シ

及
受
払
等
ノ

事

『
用
』
第
十
一

　

庁
中
ノ

器
具
ヲ

管
理
ス

ル

事

『
用
』
第
十
二

　
棄
児
養
育
米
代
軍
人
帰
郷
療
養
手
当
等
ノ
如
キ
時
々

本
県
ヨ

リ
回
送
金
受
払
ノ

事

『
用
』
第
十
三
　
農
業
雑
誌
其
他
ノ
書
籍
類
新
聞
紙
等
ヲ

購
求
ス

ル

事

『
出
』　
『
復
籍
人
逓
送
費
ニ

付
往
復
ノ
コ

ト

』

右
ノ

外
本
県
ノ

指
揮
ニ

依
リ『
及
ヒ

本
県
』各
課
ノ

章
程
ニ

準
拠
シ

取
扱
ヘ

キ
事

（「
草
稿
綴
」（
明
治
一

二
年
）
山
口

匡
一

氏
蔵
）

（
注
）
年
月
日
不
詳
。

同
氏
所
蔵
資
料
に

同
様
の

も
の

が
あ
る
。

六
七

　
郡
区
長
公
選
に

関
す
る
神
奈
川
県
議
会
の

建
議
書
お
よ
び
報
道
記
事
写
（
一

－
二

）

（一）

明
治
十
五
年
本
県
々

会
議
場
ニ

於
テ
郡
区
長
公
撰
之
儀
ヲ

建
議
セ

シ

コ

ト

ニ

決
議
シ

其
案
左
ニ

某
等
明
治
十
一

年
七
月
太
政
官
第
三
十
二

号
達
書
ヲ

按
ス

ル

ニ

郡
長
ノ

俸
給
ハ

地
方
税
ヨ

リ
支
出
ス
一

月
金
八
十
円
以
下
各
地
方
ノ

便
宜
ニ

随
ヒ

府
知
事
県
令

之
ヲ

定
ム

又
曰
ク

市
街
ノ

地
ニ

置
ク
処
ノ
区
長
并
書
記
ハ

総
テ
郡
長
郡
書
記
ニ

同
シ

云
々

ト
是
ヲ

以
テ
現
今
我
国
ノ
郡
区
長
ハ

皆
府
知
事
県
令
ノ

指
名
ス

ル

所

ト
ナ
レ

リ
而
ル

ニ

某
等
二

三
年
已
来
ノ

経
験
ニ

依
ル

ニ

神
奈
川
県
民
ハ

郡
区
長

ノ
公
撰
ト
ナ
ラ
ザ
ル

ガ
為
メ
ニ

大
ニ

不
便
ヲ

被
リ
シ
モ

ノ

少
ナ
カ
ラ
ス

故
ニ

謹

テ
左
ニ

事
情
ヲ

陳
述
シ

速
ニ

郡
区
長
ノ

公
撰
タ
ラ
ン

コ

ト
ヲ

請
フ

抑
神
奈
川
県
ノ

人
情
タ
ル

他
ノ

府
県
ト
同
視
ス

可
ラ
サ
ル

モ

ノ

多
シ

其
故
ハ

東

京
往
復
ノ

便
ハ

当
県
ニ

過
キ
タ
ル

モ

ノ
ナ
ク
外
国
往
復
ノ

便
モ

当
県
ニ

過
キ
タ

ル

モ

ノ
ナ
ク
往
復
ノ

便
利
ハ

知
識
開
発
ノ

便
ト
ナ

リ
知
識
ノ

開
発
ハ

改
進
ノ

制

度
ヲ

慕
フ

念
ヲ

起
リ
某
等
維
新
以
来
制
度
ノ

改
進
ヲ

見
ル

ニ

神
奈
川
県
民
ハ

往
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々

東
京
ニ

モ

先
ン

シ

テ
改
進
ノ

制
度
ヲ

取
用
シ

又
ハ

取
用
セ

ン

ト
シ

タ
ル

事
ア

リ
今
一

二

ノ

例
ヲ

挙
レ

ハ

明
治
六
年
四
月
当
時
ノ

県
令
ハ

区
画
改
正
ノ

達
書
ヲ

発
シ

其
第
五
条
ハ

全
管
内
ニ

代
議
人
ヲ

置
ク
コ

ト
ヲ

命
シ

同
年
十
月
ヨ

リ
之
ニ

民
政
ノ

多
分
ヲ

委
ネ
シ
コ

ト
ア
リ
戸
長
公
撰
ノ

説
モ

神
奈
川
県
民
首
ト
シ

テ
之

ヲ

唱
へ

郡
区
分
離
ノ

制
度
ヲ

立
ラ
レ

シ
モ

東
京
ト
幾
ン

ト
其
時
ヲ

同
フ

シ

其
他

百
般
ノ

進
歩
常
ニ

全
国
ノ

首
位
ニ

居
ル

ト
云
フ

モ

過
称
ニ

ア
ラ
サ
ル

ナ

リ
現
ニ

県
内
大
住
淘
綾
高
座
ノ

三
郡
ハ

昨
年
郡
長
ニ

欠
員
ヲ

生
シ

之
カ

為
メ
郡
内
ニ

不

便
ヲ

起
シ

タ
ル

コ

ト
ア
リ
当
時
県
令
ハ

百
方
郡
民
ヲ

諭
シ

公
撰
同
様
ノ

手
続
ヲ

以
テ
郡
長
ヲ

定
メ

タ
レ

共
其
間
三
郡
人
民
ノ

不
便
ヲ

訴
ヘ

シ

コ

ト
実
ニ

筆
記
ノ

尽
ス

所
ニ

ア
ラ
ス

是
某
等
カ

昨
年
ニ

実
見
シ

タ
ル

ノ

事
実
ナ

リ
某
等
熟
ラ

按
ス

ル

ニ

当
県
内
ニ

郡
区
長
ヲ

公
撰
ニ

ス

ル

ハ

人
民
ニ

益
ス

ル

所
ア
リ
テ
政
府
ニ

損

ス

ル

所
ナ
シ

今
官
撰
ノ

法
ヲ

改
メ

テ
公
撰
ト
為
サ
ン

ニ

全
県
人
民
ハ

必
ス

政
府

カ

地
方
政
務
ヲ

改
良
ス

ル

ニ

汲
々

タ
ル

コ

ト
ヲ

喜
ハ

ン

是
某
等
カ

益
ト
ス

ル

第

一

ナ
リ
官
撰
ヲ

改
メ

テ
公
撰
ト
セ

ハ

郡
区
長
タ
ラ
ン

モ

ノ

甘
ン

シ

テ
其
職
ヲ

受

ケ
人
民
タ
ル

モ

ノ

郡
区
長
欠
乏
ノ

不
便
ヲ

受
ク
ル

ナ
カ
ラ
ン

是
某
等
カ

益
ト
ス

ル

第
二

ナ

リ
郡
区
長
ヲ

官
撰
ニ

セ

ハ

之
ニ

欠
乏
ヲ

生
ス

ル

ハ

本
県
ニ

於
テ
避
ク

可
ラ
サ
ル

ノ
事
実
ナ

リ
此
時
ニ

当
リ
県
令
ハ

止
ヲ

得
ス

属
官
ノ

中
ヨ

リ
郡
区
長

タ
ル

モ

ノ
ヲ

命
ス

ル

ニ

此
命
セ

ラ
レ

タ
ル

郡
区
長
ハ

地
方
ノ

事
情
ニ

疎
キ
ヨ

リ

事
務
往
々

人
民
ニ

適
セ

サ
ル

モ

ノ
ヲ

生
シ

人
民
モ

亦
其
人
ニ

向
ヒ

異
郷
覊
旅
ノ

人
ノ

如
キ
感
ヲ

生
セ

ン

之
ヲ

公
撰
セ

ハ

此
弊
ヲ

去
ツ

テ
他
ノ

弊
ヲ

生
ス

ル

ヲ

見

ス

是
某
等
カ
益
ト
ス

ル

第
三
ナ
リ
左
レ

ハ

郡
区
長
公
撰
ハ

此
三
益
ア
リ
テ
一

弊

ナ
シ

是
某
等
カ

断
然
此
書
ヲ

上
リ
閣
下
カ

早
ク

神
奈
川
県
ニ

向
ヒ

郡
区
長
公
撰

ノ
法
ヲ

施
コ

サ
レ

ン

コ

ト
ヲ

望
ム

所
以
ナ
リ

若
シ

閣
下
此
建
議
ヲ

採
用
セ

ス

依
然
旧
法
ニ

ヨ

リ
当
県
内
ノ

郡
区
長
ヲ

官
撰
セ

シ

メ
ン

歟
県
下
一

区
十
五
郡
ノ

人
民
挙
テ
郡
区
長
欠
員
ノ

不
便
ヲ

被
ル

ニ

至
ル

モ

知
ル

可
ラ
ス

某
等
身
一

県
人
民
ノ

代
議
士
ト
ナ

リ
郡
区
長
官
撰
ノ

不
便
ヲ

昨

年
ニ

経
験
シ

ナ
カ
ラ
之
ヲ

黙
々

ニ

付
ス

ル

ハ

某
等
ノ

本
意
ニ

非
ス

故
ニ

今
其
事

実
ノ

大
略
ヲ

陳
シ

閣
下
ノ
採
用
ヲ

請
フ

コ

ト
然
リ
云
々

再

白

某
等
昨
年
大
住
淘
綾
高
座
三
郡
々

長
欠
員
ノ

時
其
不
便
ヲ

患
フ

ル

ノ

余
リ
一

時

忽
卒
ニ

聊
カ
郡
区
長
公
撰
ノ

方
法
ヲ

規
画
セ

シ

コ

ト
ア
リ
固
ヨ

リ
一

時
匆
卒
ノ

考
案
閣
下
ノ

採
用
ヲ

期
ス

可
ラ
サ
レ

ト
モ

閣
下
参
考
ノ
為
メ
左
ニ

其
規
画
ヲ

追

申
ス

郡
区
長
公
撰
大
綱

郡
区
長
ハ

其
郡
区
内
町
村
会
議
員
之
ヲ

投
票
撰
挙
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

郡
区
長
タ
ル

コ

ト
ヲ

得
ル

モ

ノ
ハ

神
奈
川
県
内
ニ

本
籍
ヲ

定
メ
三
年
已
上
住
居

シ

年
齢
二

十
五
歳
以
上
ノ
モ

ノ
ニ

限
ル

ヘ

シ

郡
区
長
ハ

四
年
毎
ニ

改
撰
ス

ル

モ

ノ

ト
ス
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郡
区
長
撰
挙
ノ

場
所
時
日
ハ

凡
テ
県
令
ノ

指
揮
ス

ル

所
ニ

依
ル

其
他
詳
細
ノ
事
ニ

就
テ
ハ

尚
聊
意
見
ナ
キ
ニ

非
レ

ト
モ

此
等
ハ

閣
下
若
シ

下
問

セ

ラ
ル

ヽ

ア
ラ
ハ

謹
テ
陳
述
ス

ル

所
ア
ラ
ン

云
々

右
県
会
議
場
可
決
ニ

因
リ
内
務
卿
へ

建
議
ス

（二）

明
治
十
五
年
府
会
議
場
ニ

於
テ
郡
区
長
公
選
ノ

建
議
同
十
六
年
一

月
廿
日
京
浜

毎
日
新
聞
上
ニ

掲
載
ア
ル

写

本
会
議
員
等
熟
々

現
行
ノ

法
制
ヲ

講
究
シ

之
ヲ

実
際
ニ

鑑
ミ
ル

ニ

其
未
タ
整
備

セ

サ
ル

モ

ノ

ア
ル

ヲ

知
ル

故
ニ

之
レ

ヲ

建
議
シ

大
イ
ニ

改
良
ヲ

行
ヒ

以
テ
地
方

自
治
ノ

制
ヲ

確
定
セ

ン

ト
欲
ス

ル

ヤ

久
シ

然
レ

ト
モ

凡
ソ

政
務
ノ

改
良
ハ

必
ス

其
秩
序
ヲ

履
マ

サ
ル

ヘ

カ
ラ
サ
ル

ニ

ヨ

リ
暫
ク
黙
止
シ

テ
今
日
ニ

至
リ
シ
モ

今

ヤ

本
年
ヲ

以
テ
改
正
セ

サ
ル

ベ

カ
ラ
ス

ト
思
惟
ス

ル

モ

ノ

ア
リ
即
チ
郡
区
長
ノ

公
選
是
ナ
リ
凡
人
ヲ

傭
使
ス

ル

モ

ノ

必
ス

其
給
ヲ

償
フ

ノ

責
ア
リ
其
給
ヲ

償
フ

モ

ノ
必
ス

其
人
ヲ

撰
ム

ノ

権
ア
リ
是
条
理
ノ

将
ニ

然
ル

ヘ

キ
所
ナ
リ
然
ル

ニ

今

ノ

郡
区
長
ハ

其
俸
給
ノ

出
ル

所
ヲ

問
ハ

ヽ

則
チ
地
方
税
ナ

リ
而
シ

テ
其
之
レ

ヲ

任
免
ス

ル

モ

ノ
ニ

至
テ
ハ

則
チ
専
ラ

府
知
事
県
令
ニ

在
リ
テ
却
テ
其
給
ヲ

償
フ

モ

ノ
ハ

毫
モ

之
レ

ニ

関
与
ス

ル

ヲ

得
ス

自
治
ヲ

冀
望
セ

ラ
ル

ヽ

ノ
政
府
ニ

シ

テ

尚
今
日
之
ヲ

改
正
セ

サ
ル

所
以
ノ
モ

ノ
ハ

抑
何
ソ
ヤ

或
ハ

人
民
未
タ
政
治
思
想

ニ

富
マ

ス

之
ヲ

許
ス

ハ

危
道
ナ
リ
政
府
深
ク
之
ヲ

慮
リ
テ
以
テ
公
選
ノ

法
ヲ

挙

行
セ

サ
ル

ナ

リ
ト
謂
フ

者
ア
リ
之
レ

決
テ
政
府
ノ

真
意
ニ

非
ル

ヲ

信
ス

夫
議
員

ノ

職
タ
ル

一

府
一

県
ノ
経
済
ヲ

議
定
ス

ル

ニ

ア
リ
其
任
ヤ

重
シ

而
シ

テ
郡
区
長

ノ

為
ス

所
唯
府
知
事
県
令
ノ
指
令
ヲ

人
民
ニ

通
知
シ

人
民
ノ

請
願
ヲ

以
テ
府
知

事
県
令
ニ

致
ス

在
リ
要
ス

ル

ニ

官
民
ノ

間
ニ

周
旋
ス

ル

ニ

過
キ
ス

此
ヲ

以
テ
彼

レ

ニ

比
セ

ハ

其
責
ノ

大
小
軽
重
固
ヨ

リ
同
視
ス

ヘ

キ
ニ

非
ル

ナ

リ
政
府
既
ニ

人

民
ニ

許
ス

ニ

府
県
会
議
員
ヲ

選
挙
ス

ル

ノ

重
任
ヲ

以
テ
セ

リ
豈
何
ソ
郡
区
長
ヲ

公
選
ス

ル

ヲ

以
テ
危
道
ト
為
ス

ノ

難
ア
ラ
ン

ヤ

且
我
府
下
ハ

海
内
文
華
ノ

中
心

四
方
知
識
ノ

淵
叢
ノ

如
シ

我
府
民
ニ

シ

テ
郡
区
長
ヲ

公
選
ス

ル

ノ
任
ニ

耐
ス

ト

セ

ハ

則
チ
日
本
人
民
ヲ

見
テ
以
テ
能
ク
為
ス

ナ
シ

ト
ナ
ス

者
ナ
レ

ハ

ナ

リ
此
レ

ニ

因
テ
之
レ

ヲ

見
ル

ニ

政
府
ノ
未
タ
人
民
ニ

郡
区
長
公
選
ヲ

許
サ
レ

サ
ル

ハ

或

ハ

地
方
官
ノ

意
見
ヲ

採
用
セ

ラ
ル

ヽ

ニ

因
ル

ナ
ラ
ン

歟
然
リ
ト
雖
モ

今
日
ノ
人

民
既
ニ

往
年
地
方
官
ノ

会
議
ヲ

開
カ
レ

シ

時
ノ

形
勢
ニ

非
ス

然
レ

ハ

則
チ
今
日

又
旧
制
ヲ

維
持
ス

ヘ

キ
モ

ノ
ニ

非
ル

ナ
リ
故
ニ

切
ニ

冀
フ

自
今
郡
区
長
ヲ

公
選

ト
シ

地
方
ノ

名
望
ア
ル

モ

ノ

ヲ

以
テ
其
任
ニ

当
ラ
シ

メ
ン

コ

ト
ヲ

果
シ

テ
然
ラ

ハ

則
チ
政
令
民
心
ニ

通
徹
ス

ル

ノ

利
ア
ル

ヤ

決
テ
疑
フ
ヘ

キ
ニ

非
ス

且
郡
区
長

ノ

公
選
必
ス

シ
モ

海
内
画
一

ノ

制
ヲ

設
立
ス

ル

ヲ

要
セ

ス

我
府
下
独
リ
特
別
ノ

制
ヲ

立
テ
ラ
ル

ヽ

モ

何
ノ
不
可
ア
ラ
ン

ヤ

断
シ

テ
其
好
結
果
ア
ル

ヲ

知
ル

ノ
ミ

幸
ヒ

ニ

裁
可
ヲ

得
ハ

則
チ
其
選
挙
方
法
ノ

如
キ
竊
ニ

見
ル

ト
コ

ロ

ナ
キ
ニ

非
ス

©神奈川県立公文書館



之
ヲ

民
心
ニ

鑑
ミ

テ
以
テ
其
宜
キ
ヲ

制
ス

ル

所
ア
ラ
ン

ト
ス

（
添
田
茂
樹
氏
蔵
）

（
注
）
（二）
は
神
奈
川
県
と
は
直
接
関
係
が
な
い

が
参
考
の

た
め
に

収
録
し
た
。

六
八

　
第
六
大
区
二

小
区
吉
田
村
区
務
受
渡
に

関
す
る

件
届

区
務
受
渡
御
届

簿
冊
ノ
部

一

　

貢
租
取
立
簿

　
二

十
冊

一

　
民
費
日
計
并
元
簿

　
十

冊

一

　

戸
籍
簿

　
三

冊

一

　
徴
兵
并
国
民
軍
成
丁
免
役
届
簿

　
廿
三
冊

一

　
地
所
質
入
書
入
割
印
帳

　
五

冊

一

　
道
路
橋
梁
修
繕
工

費
簿

　
一

冊

一

　
送
籍
受
籍
ノ

証

　
二

冊

一

　

租
税
并
税
金
区
務
所
引
渡
及
諸
調
書

逓
送
請
取
簿

　
九

冊

一

　

諸
願
伺
届
書
類
扣
簿

　
八

冊

一

　

回
章
請
取
簿

　
六

冊

一

　
出
生
死
亡
并
送
籍
受
籍
扣
簿

　
四

冊

計
　
九
十
三
冊

布
告
布
達
ノ

部

一

　

官
省

本
県
布
告
布
達
類

　
五
十
三
冊

但
明
治
六
年
十
一

月
ヨ

リ
本
年
本
月
迄

一

　
諸
回
達
写
簿

　
三
十
七
冊

□
書
前
同
断

計
　
九
十
冊

雑
書
ノ

部

一

　
戸
籍
増
減
表

一

　
御
辞
令
書
類

一

　
盗
難
届
書
類

一

　
命
亡
届
書
類

一

　
扱
所
及
村
費
計
算
表
類

外
諸
雑
書
類
綴
込

　
合
十
七
袋

右
之
通
簿
冊
受
渡
仕
尤
金
穀
無
御
座
候
間
連
署
ヲ

以
此
段
御
届
申
上
候
也

明
治
十
一

年
十
二

月

　
旧
副
戸
長
　
宮
田
新
左
衛
門
（
印
）

同
戸

長
　
笈
川

新
兵
衛
（
印
）

神
奈
川
県
令
　
野
村

靖
殿

（
吉
浜
俊
彦
氏
蔵
）
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六
九

　
戸
長
選
挙
規
則

同
改
正
お
よ
び
同
細
則

（
一

－
三
）

（一）

甲
第
百
四
十
八
号

戸
長
撰
挙
法
別
紙
ノ

通
相
定
候
条
此
旨
布
達
候
事

但
戸
長
配
置
方
割
合
ノ

儀
ハ

追
テ
達
ニ

及
フ

ヘ

キ
事

明
治
十
一

年
十
一

月
十
八
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

（
別
紙
）

戸
長
撰
挙
規
則

第
一

条
　
戸
長
ハ

公
撰
ヲ

以
テ
挙
ケ
県
令
ノ

裁
可
ス

ル

処
ト
ス

第
二

条
　
戸
長
ニ

撰
挙
セ

ラ
ル

ヽ

コ

ト
ヲ

得
ヘ

キ
者
ハ

満
弐
拾
歳
以
上
ノ
男
子

ニ

シ

テ
其
町
村
内
ニ

本
籍
ヲ

定
メ
タ
ル

者
タ
ル

ヘ

シ

第
三
条
　
戸
長
ヲ

撰
挙
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ヘ

キ
者
ハ

満
弐
拾
歳
以
上
ノ
男
子
ニ

シ

テ
其
町
村
内
ニ

本
籍
ヲ

定
メ
タ
ル

戸
主
ノ

者
ニ

限
ル

ヘ

シ

第
四
条
　
戸
長
ヲ

撰
ブ
ハ

先
戸
長
ノ
退
職
ノ

令
ヲ

受
シ

日
ヨ

リ
第
三
日
メ
ト
定

メ
其
都
度
郡
区
長
ヨ

リ
該
町
村
へ

告
達
ス

ヘ

シ

但
新
タ
ニ

戸
長
ヲ

置
ク
ト
キ
ハ

特
ニ

県
庁
ヨ

リ
撰
挙
定
日
ヲ

布
達
ス

ヘ

シ

第
五
条
　
戸
長
ヲ

公
撰
ス

ル

ハ

左
ノ
式
ノ
如
ク
投
票
ヲ

為
ス

ヘ

シ

投
票
書
式

第
六
条
　
撰
挙
ノ
当
日
第
三
条
ニ

当
ル

者
ハ

郡
区
役
所
へ

出
頭
シ

テ
投
票
ヲ

出

ス

ヘ

シ
但
シ

事
故
ア
ル

者
ハ

代
人
ニ

托
シ

差
出
ス

コ

ト
ヲ

得

第
七
条
　
投
票
終
ル

ノ

後
郡
区
長
ハ

撰
挙
人
ノ
面
前
ニ

於
テ
之
ヲ

開
封
シ

第
二

条
及
第
三
条
ノ

当
否
ヲ

査
シ

然
ル

後
其
姓
名
ト
票
数
ヲ

順
次
登
記
シ

テ
之
ニ

其
投
票
ヲ

添
県
庁
へ

進
達
ス

ヘ

シ
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第
八
条
　
投
票
ハ

多
数
ノ

者
ヲ

以
テ
当
撰
人
ト
シ

同
数
ハ

年
長
ヲ

取
リ
同
年
ハ

鬮
ヲ

以
テ
定
ム

然
リ
ト
雖
モ

時
宜
ニ

依
リ
更
ニ

再
撰
セ

シ

ム

ル

カ
又
ハ

官
撰

ヲ

以
テ
特
ニ

命
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ヘ

シ

第
九
条
　
其
撰
ニ

当
ル

者
ヘ

ハ

県
令
ノ

辞
令
書
ヲ

渡
ス

ヘ

シ

第
十
条
　
辞
令
書
ハ

県
庁
ヨ

リ
郡
区
長
ニ

付
シ

本
人
ヲ

郡
区
役
所
へ

呼
出
シ

郡

区
長
之
ヲ

授
与
ス

ヘ

シ

第
十
一

条
　
郡
区
長
ハ

辞
令
書
ヲ

渡
シ

タ
ル

後
直
チ
ニ

請
書
ヲ

取
リ
而
シ

テ
其

姓
名
ヲ

該
町
村
内
ニ

公
告
ス

ヘ

シ

（二）

甲
第
四
十
六
号

明
治
十
一

年
十
一

月

甲
第
百
四
十
八
号
布
達
戸
長
選
挙
規
則
別
紙
之
通
改
定
候
条

此
旨
布
達
候
事

但
現
任
ノ

戸
長
ハ

就
職
ノ

月
ヨ

リ
任
期
ヲ

起
算
ス

ヘ

シ

明
治
十
五
年
三
月
廿
三
日

　
神
奈
川
県
令
　
沖

守
固

（
欄
外
注
記
）
『
明
治
十
七
年
六
月
十
八
日
甲
第
四

十
六
号
ヲ

以
テ
廃
止
』

（
別
紙
）

戸
長
選
挙
規
則

第
一

条
　
戸
長
ハ

一

町
村
又
ハ

数
町
村
ニ

一

人
ヲ

公
選
セ

シ

ム

但
時
宜
ニ

依
リ
官
選
ヲ

以
テ
特
ニ

命
ス

ル

コ

ト
ア
ル

ヘ

シ

第
二

条
　
戸
長
ニ

選
挙
セ

ラ
ル

ヽ

コ

ト
ヲ

得
ヘ

キ
者
ハ

満
二

十
歳
以
上
ノ

男
子

ニ

シ

テ
其
町
村
内
ニ

本
籍
住
居
ヲ

定
メ

タ
ル

者
タ
ル

ヘ

シ

但
シ

左
ノ

各
款
ニ

触
ル

ヽ

者
ハ

被
選
挙
人
タ
ル

コ

ト
ヲ

得
ス

第
一

款
　
官
吏
教
導
職

第
二

款
　
身
代
限
ノ

処
分
ヲ

受
ケ
負
債
ノ

弁
償
ヲ

終
ヘ

サ
ル

者

第
三
款
　
予
備
軍
服
役
中
ノ

者

（
欄
外
注
記
）
『
明
治
十
七
年
二

月
五
日
甲
第
五
号
ヲ

以
〔
第
三
款
ヲ

〕
削
除
』

第
三
条
　
戸
長
ヲ

選
挙
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ヘ

キ
者
ハ

満
二

十
歳
以
上
ニ

シ

テ
其
町

村
内
ニ

本
籍
居
住
ヲ

定
メ

タ
ル

戸
主
ニ

限
ル

ヘ

シ

第
四
条
　
戸
長
選
挙
ノ

投
票
ニ

ハ

被
選
挙
人
ノ

住
所
姓
名
ヲ

記
シ

之
ヲ

糊
封
シ

表
面
ニ

記
名
捺
印
シ

予
定
ノ
日
之
ヲ

選
挙
会
場
ニ

出
ス

ヘ

シ

（
欄
外
注
記
）
『
明
治
十
六
年
一

月
十
五
日
甲
第
壱
号
ヲ

以
テ
第
四
条
改
正
』

第
五
条
　
投
票
終
ル

ノ

後
区
長
ハ

選
挙
人
ノ

目
前
ニ

於
テ
之
ヲ

開
封
シ

投
票
最

多
数
ノ

者
ヲ

以
テ
当
選
人
ト
シ

投
票
同
数
ナ
ル

ト
キ
ハ

年
長
ヲ

取
リ
同
年
ナ

ル

ハ

鬮
ヲ

以
テ
之
ヲ

定
ム

若
シ

当
選
人
其
選
ヲ

辞
ス

ル

カ

法
ニ

於
テ
不
適
当

ナ
ル

ト
キ
ハ

順
次
投
票
ノ

多
数
ヲ

得
タ
ル

者
ヲ

取
リ
本
人
并
選
挙
人
ニ

示
シ

本
庁
へ

具
状
ス

ヘ

シ

第
六
条
　
当
選
人
ニ

ハ

県
庁
ヨ

リ
郡
区
長
ヲ

経
由
シ

辞
令
書
ヲ

渡
ス

ヘ

シ

郡
区
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長
ハ

之
ヲ

渡
シ

受
書
ヲ

取
リ
タ
ル

後
其
姓
名
ヲ

該
町
村
内
ニ

公
告
ス

ヘ

シ

（
欄
外
注
記
）
『
明
治
十
六
年
三
月
十
三
日
甲
第
八
号
ヲ

以
テ
〔
第
六
条
〕
ヲ

更

正
』

第
七
条
　
戸
長
ハ

四
年
毎
ニ

之
ヲ

改
選
ス

ヘ

シ

但
前
任
ノ
モ

ノ
ヲ

再
選
ス

ル

コ

ト
ヲ

得

第
八
条
　
戸
長
任
期
中
ト
雖
ト
モ

第
二

条
ニ

掲
ク
ル

諸
款
ノ

場
合
ニ

遭
遇
ス

ル

カ
其
町
村
外
ニ

移
住
ス

ル

カ
或
ハ

事
故
ア
リ
テ
退
職
セ

シ

ム

ル

ト
キ
ハ

第
四

条
第
五
条
ノ
手
続
ニ

依
リ
其
欠
ニ

代
ル

者
ヲ

選
挙
ス

ヘ

シ

第
九
条
　
選
挙
ノ
会
場
及
ヒ

会
日
其
他
ノ

細
則
ハ

郡
区
長
ノ

定
ム

ル

所
ニ

従
フ

ヘ

シ

（
神
奈
川
県
布
達
）

（
注
）　
第
四
条
、

六
条
は
次
の

よ
う
に

改
正
さ
れ
て

い

る
。

第
四
条
　
戸
長
選
挙
ノ

投
票
ニ

ハ

被
選
挙
人
ノ

住
所
姓
名
ヲ

記
シ

之
ニ

記

名
捺
印
糊
封
ノ

上
表
面
ニ

記
名
シ

予
定
ノ

日
之
ヲ

撰
挙
会
場
ニ

出
ス

ベ

シ

第
六
条
　
当
選
人
ニ

ハ

県
令
ヨ

リ
辞
令
書
ヲ

渡
ス

ベ

シ

但
シ

辞
令
請
書
ハ

速
ニ

郡
区
長
ヲ

経
テ
差
出
ス

ヘ

シ

（三）

高
庶
第
五
百
五
号

本
年
三月
本
県
甲
第
四
十
六
号
ヲ

以
テ
戸
長
撰
挙
法
改
定
布
達
ニ

ヨ

リ
細
則
別
紙

ノ
通
相
定
候
条
此
旨
布
達
候
事

明
治
十
五
年
五
月
十
三
日

　
高
座
郡
長
　
今
福
元
頴

（
別
紙
）

高
座
郡
各
町
村
戸
長
撰
挙
細
則

第
一

　
戸
長
ヲ

公
撰
セ

シ
ム

ル

ト
キ
ハ

其
会
場
及
時
日
ヲ

指
定
シ

該
戸
長
役
場

ヲ

経
テ
告
達
ス

第
二

　
該
戸
長
役
場
ニ

於
テ
ハ

前
款
ニ

示
シ

タ
ル

達
書
到
着
シ

タ
ル

ト
キ
ハ

直

チ
ニ

部
内
へ

伝
達
ス

ヘ

シ

第
三
　
戸
長
撰
挙
規
則
第
三
条
ニ

相
当
ス

ル

者
ハ

前
款
ノ

告
達
ア
リ
タ
ル

ト
キ

ハ

同
規
則
第
四
条
ニ

ヨ

リ
左
記
雛
形
ニ

傚
ヒ

投
票
ヲ

製
シ

自
分
ノ

住
所
姓
名

ヲ

署
シ

捺
印
ス

ヘ

シ

但
実
印
遺
失
等
又
ハ

身
代
限
リ
処
分
中
ニ

シ

テ
特
ニ

封

緘
セ

ラ
レ

タ
ル

ノ

場
合
ニ

於
テ
ハ

投
票
及
封
箇
へ

其
事
□
ヲ

付
記
ス

ヘ

シ

第
四
　
投
票
ハ

撰
挙
当
日
刻
限
遅
滞
ナ
ク
其
会
場
へ

差
出
ス

ヘ

シ

但
代
人
□
托

シ

差
出
ス

モ

妨
ケ
ナ
シ

第
五
　
戸
長
撰
挙
規
則
第
五
条
ニ

ヨ

リ
投
票
開
札
取
調
ノ
上
当
撰
者
又
ハ

其
代

人
へ

当
撰
タ
ル

ヲ

□
ス

ヲ

以
テ
代
人
ハ

之
ヲ

本
人
へ

伝
達
ス

ベ

シ

第
六
　
撰
挙
当
日
ヨ

リ
五
日
以
内
ニ

当
撰
者
ニ

於
テ
何
等
申
出
サ
ル

ト
キ
ハ

承

諾
シ

タ
ル

者
ト
認
メ
本
庁
ヘ

具
申
ス

第
七
　
投
票
開
札
ノ
上
文
字
明
瞭
ナ
ラ
ス

シ

テ
勘
別
シ

カ

タ
キ
カ

又
ハ

無
謂
落
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印
等
総
テ
投
票
ノ

正
格
ヲ

欠
キ
タ
ル

モ

ノ
ハ

廃
紙
ト
ス

（
高
座
郡
相
原
村
戸
長
役
場「
本
郡
諸
達
」（
明
治
一

五
年
）相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）

七
〇

　
戸
長
等
給
料
支
払
方
法
お
よ
び
組
合
戸
長
設
置

に

関
す
る
件
達

甲
第
百
五
十
五
号

自
今
戸
長
以
下
給
料
支
給
方
左
ノ

通
相
定
候
条
本
年
七月
第
十
七
号
公
布
第
六
条

ニ

依
リ
町
村
戸
長
配
置
方
至
急
相
極
各
郡
区
毎
ニ

取
纒
来
十
二

月
十
日
限
可
申

出
尤
給
料
支
給
方
ニ

就
テ
ハ

精
々

費
額
ノ

減
省
ヲ

要
シ

候
儀
ニ

付
成
ル

可
ク
最

寄
町
村
組
合
戸
長
設
置
候
様
可
致
此
旨
布
達
候
事

明
治
十
一

年
十
一

月
廿
六
日

　
神
奈
川
県
令
　
野
村

靖

戸
長
以
下
給
料
支
給
法

一

　

戸
数
拾
戸
ニ

付

　
月
給
金
五
十
銭

但
満
弐
百
戸
以
上
ハ

拾
戸
毎
ニ

金
弐
拾
五
銭
ヲ

増
加
ス

又
総
テ
十
戸
未

満
ノ

端
数
ハ

十
戸
ト
シ

テ
算
ス

仮
令
ハ

十
五
戸
ハ

二

十
戸
ト
シ

金
壱
円
ト

算

ス

ル

ガ

如
シ

尤
二

百
戸
以
上
ノ

端
数
ハ

二

十

五
銭
ノ

割
ヲ

以
算
ス

ル

勿
論
タ
ル

ヘ

シ

尤
大
町
村
等
ニ

テ
筆
生
ヲ

要
ス

ル

分
ハ

其
給
料
モ

右

ノ

内
ニ

テ
支
弁
ノ

儀
ト
心
得
ヘ

シ

『
但
書
甲
第
百
六
十
号
追
加
』

（
神
奈
川
県
布
達
）

七
一

　
戸
長
の

配
置
に

関
す
る
上
申
案

郡
長

　
書
記

戸
長
配
置
方
ノ

義
ニ

付
上
申
按
回
議

郡
区
御
制
定
ニ

付
町
村
戸
長
配
置
方
御
布
達
ニ

基
キ
組
合
セ

方
見
込
ノ

趣
ヲ
モ

夫
々

懇
諭
差
加
候
得
共
固
陋
ノ

旧
習
蟬
脱
致
シ

兼
候
哉
彼
是
不
伏
申
唱
終
ニ

上

下
古
沢
愛
名
ノ

三
ケ
村
ヲ

除
ノ

外
僅
々

タ
ル

弐
三
十
戸
ノ
一

小
村
ト
雖
ト
モ

毎

村
戸
長
壱
人
御
差
置
度
旨
強
而

申
出
候
間
別
紙
相
添
此
段
上
申
仕
候
也

但
シ

別
紙
ニ

申
立
書
無
之
村
々

者
孰
モ

大
村
ニ

付
素
よ
り
毎
村
ニ

戸
長
壱

人
ツ
ヽ

配
置
ノ

積
リ
予
テ
申
立
有
之
候
義
ニ

御
座
候
也

明
治
十
二

年
三
月
十
四
日

　
愛
甲
郡
長
　
中
山
信
明

殿

（「
指
令
伺
綴
」
大
矢
ゑ
ひ
氏
蔵
）

（
注
）
別
紙
欠
。

七
二

　
戸
長
身
分
取
扱
改
定
に

関
す
る
件
達

庶
乙
〔
第
三
十
七
号
〕

郡
区
役
所

戸
長
役
場

戸
長
身
分
取
扱
ノ

儀
自
今
左
ノ

通
改
定
候
旨
其
筋
ヨ

リ
達
有
之
候
条
此
旨
相
達
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候
事

准
十
等
ヨ

リ
准
十
七
等
ニ

至
ル

明
治
十
六
年
三
月
七
日

　
神
奈
川
県
令
　
沖

守
固

（
神
奈
川
県
布
達
）

七
三

　
大
住
淘
綾
両
郡
戸
長
選
挙
細
則

甲
第
壱
号

今
般
本
県
甲
第
五
拾
号
ヲ

以
テ
戸
長
薦
挙
規
則
布
達
相
成
候
ニ

付
テ
ハ

同
規
則

第
七
条
ニ

依
リ
細
則
左
之
通
相
定
ム

右
布
達
候
事

明
治
十
七
年
六
月
二

十
日

　
大
住
淘
綾
両
郡
長
　
飯
岡
頼
重

戸
長
薦
挙
細
則

第
一

項
　
数
町
村
ヲ

所
轄
ス

ル

戸
長
薦
挙
委
員
ハ

左
之
数
ニ

依
ル

モ

ノ

ト
ス

但
須
賀
村
之
儀
ハ

本
則
ニ

依
リ
薦
挙
ス

ヘ

シ

一

町
村

同同同同

五
名
ツ
ヽ

弐
名
ツ
ヽ

三
名
ツ
ヽ

弐
名
ツ
ヽ

同

大
磯
駅
外
三
ケ
村

生
沢
村
外
十
ケ
村

四
之
宮
村
外
三
ケ
村

下
谷
村
外
九
ケ
村

高
森
村
外
十
一

ケ
村

同同同同同

三
名
ツ

ヽ

弐
名
ツ

ヽ

三
名
ツ

ヽ

五
名
ツ
ヽ

弐
名
ツ
ヽ

子
易
村
外
二

ケ
村

矢
崎
村
外
十
一

ケ
村

南
矢
名
村
外
六
ケ
村

曽
屋
村
外
三
ケ

村

戸
川
村
外
五
ケ
村

一

町
村

同同同同

三
名
ツ
ヽ

四

名
ツ
ヽ

弐
名
ツ
ヽ

三
名
ツ
ヽ

弐
名
ツ
ヽ

山
西
村
外
三
ケ
村

平
塚
駅
外
二

ケ
村

豊
田
本
郷
村
外
八
ケ

村

戸
田
村
外
四

ケ
村

伊
勢
原
村
外
五
ケ
村

同同同同同

三
名
ツ
ヽ

同同同
弐
名
ツ
ヽ

神
戸
村
外
五
ケ
村

広
川
村
外
八
ケ
村

土
屋
村
外
四
ケ
村

渋
沢
村
外
五
ケ

村

東
田
原
村
外
六
ケ
村

第
二

項
　
戸
長
薦
挙
委
員
ノ

撰
出
方
ハ

其
時
々

各
自
町
村
ノ

便
宜
ニ

依
リ
施
行

シ

其
名
簿
ハ

薦
挙
会
場
ヘ

出
ス

ヘ

シ

第
三
項
　
戸
長
薦
挙
投
票
ハ

薦
挙
人
自
ラ
会
場
ヘ

持
参
ス

ヘ

シ

第
四
項
　
投
票
用
紙
ハ

該
戸
長
役
場
ヨ

リ
付
与
シ

其
書
式
ハ

左
之
振
合
ニ

依
ル

ヘ

シ

何
町
村

　
何

某

何
町
村

　
何

某

何
町
村

　
何

某

何
町
村

　
何

某

何
町
村

　
何

某

右
戸
長
ニ

薦
挙
ス

何
町
村
何
番
地

年

月

日

　
薦
挙
委
員
　
何

某

印

第
五
項
　
戸
長
薦
挙
ノ

会
場
及
日
限
ハ

其
時
々

相
達
ス

ヘ

シ（
曽
根
田
重
和
氏
蔵
）
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七
四

　
戸
長
薦
挙
会
施
行
に

関
す
る
件
達

甲
第
二

号

今
般
本
県
甲
第
四
十
九
号
布
達
相
成
候
処
此
際
新
任
戸
長
之
儀
ハ

該
達
末
項
ニ

依
リ
薦
挙
相
成
旨
ニ

付
本
月
廿
八
日
当
庁
ニ

於
テ
薦
挙
会
施
行
候
条
本
県
甲
第

五
拾
号
及
ヒ

当
庁
甲
第
壱
号
布
達
ニ

準
拠
シ

同
日
午
前
第
十
時
投
票
持
参
出
頭

可
有
之
此
旨
布
達
候
事

明
治
十
七
年
六
月
二

十
日

　
大
住
淘
綾
両
郡
長
　
飯
岡
頼
重

（「
照
会
留
」（
明
治
一

七
年
）
曽
根
田
重
和
氏
蔵
）

七
五

　
戸
長
所
轄
区
域
変
更
に

関
す
る
県
令
沖
守
固
の

訓
示
お
よ
び
通
達
（
一

－
二

）

（一）

坤
庶
第
八
号

戸

長

今
般
戸
長
所
轄
区
域
更
正
ニ

付
左
ノ

件
々

心
得
ト
シ

テ
及
訓
示
候
也

明
治
十
七
年
七
月
一

日

　
神
奈
川
県
令
　
沖

守
固

一

　
戸
長
役
場
所
轄
区
域
数
町
村
ヲ

管
理
シ

随
フ

テ
事
務
繁
劇
ヲ

加
ヘ

自
然
事

務
渋
滞
人
民
不
便
ヲ

醸
シ

候
ヨ

リ
毎
町
村
ヘ

総
代
等
ノ

名
義
ノ
モ

ノ

ヲ

設
ケ

戸
長
職
務
ニ

属
ス

ル

事
件
ヲ

取
扱
セ

候
如
キ
不
都
合
無
之
様
篤
ク
注
意
シ

諸

般
事
務
細
大
ナ
ク
戸
長
役
場
ニ

於
テ
直
接
整
理
ス

ヘ

シ

一

　
各
村
公
有
記
録
保
存
方
ノ

義
ハ

去
ル

十
三
年
三月
乙
第
四

十
七
号
ヲ

以
テ
相

達
シ

置
候
趣
モ

有
之
候
処
各
村
分
合
役
場
新
置
ノ
際
自
然
脱
漏
ノ
モ

ノ

等
無

之
様
書
類
授
受
ス

可
ク
且
ツ

数
町
村
管
理
役
場
ニ

於
テ
ハ

帳
簿
其
他
書
類
毎

町
村
ニ

調
成
シ

若
ク
ハ

便
宜
部
分
ケ
ヲ

ナ
シ

置
キ
総
テ
混
雑
セ

サ
ル

様
注
意

ス

ヘ

シ

一

　
戸
長
役
場
出
勤
退
散
時
限
ハ

郡
役
所
ニ

傚
ヒ

且
ツ

筆
生
ヲ
シ

テ
当
宿
直
セ

シ

メ
役
場
監
守
急
務
処
弁
ニ

不
差
支
様
可
致
ハ

勿
論
ト
心
得
ヘ

シ

一

　
明
治
十
年
八月
甲
第
八
十
九
号
布
達
ヲ

以
テ
五
人
組
ヲ

廃
シ

候
ハ

其
名
称
ヲ

廃
シ

候
迄
ニ

テ
古
来
組
合
ノ

慣
行
ヲ

廃
シ

候
儀
ニ

無
之
処
往
々

誤
解
ノ

向
キ

モ

有
之
趣
相
聞
一

体
該
組
合
ハ

艱
難
相
保
助
ス

ル

古
格
ニ

付
今
般
布
達
ヲ

廃

シ

候
条
組
合
復
旧
候
様
各
人
民
ヘ

説
諭
勧
誘
ス

ヘ

シ

一

　
衛
生
委
員
宛
送
ル

　
戸
長
役
場
ノ

数
ニ

応
ジ

壱
部
宛
交
付
ス

追
テ
壱
学
区
内
数
戸
長
ノ

管
掌
町
村
ニ

渉
ル

モ

ノ
ハ

学
校
所
在
地
ヲ

管
掌

ス

ル

戸
長
役
場
ヘ

向
ケ
配
付
ス

ヘ

シ
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（二）

高
庶
第
千
二

百
廿
七
号

　
新
旧
戸
長

今
般
役
場
区
域
更
正
戸
長
拝
任
ニ

就
テ
ハ

其
役
場
事
務
ハ

勿
論
明
治
十
三
年
三月

本
県
乙
第
四
十
七
号
達
町
村
公
有
ノ

記
録
文
書
図
画
並
金
銭
等
明
治
十
一

年
二月

本
県
乙
第
二

十
四
号
達
事
務
受
渡
規
則
第
一

条
中
ノ

日
限
ヲ

除
ク
ノ

外
該
規
則

ニ

ヨ

リ
本
日
ヨ

リ
五
日
以
内
ニ

無
遺
漏
受
渡
ノ
上
目
録
ヲ

製
シ

双
方
連
署
速
ニ

当
役
所
ヘ

届
出
ヘ

シ

此
旨
相
達
候
事

明
治
十
七
年
七
月
五
日

　
高
座
郡
長
　
今
福
元
頴

（「
訓
第
四

号
四
冊
之
内
高
座
郡
役
処
達
」（
明
治
一

七
年
―
）相
模
原
市
史
資
料
室
蔵

）

七
六

　
戸
長
月
次
会
開
会
に

関
す
る
県
令
沖
守
固
の

内
達

郡

長

戸

長

来
十
八
年
一

月
ヨ

リ
毎
郡
役
所
ニ

於
テ
戸
長
月
次
会
ヲ

開
可
申
別
紙
会
同
心
得

書
及
毎
郡
開
会
定
日

表
相
添
内
達
候
事

明
治
十
七
年
十
二

月
廿
七
日

　
神
奈
川
県
令
　
沖

守
固

（
別
紙
）

戸
長
月
次
会
心
得
書

戸
長
月
次
会
ハ

左
記
条
項
ニ

照
依
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
本
会
ハ

百
般
ノ

事
務
調
理
上
区
々

ニ

渉
ラ
サ
ル

様
其
方
法
順
序
ヲ

協
議
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
本
会
ノ

期
日
ハ

一

日
ト
ス

尤
モ

事
件
格
別
多
端
ニ

シ

テ
一

日
内
ニ

弁
ス

可

ラ
サ
ル

時
ハ

二

日
ニ

渉
ル

モ

妨
ナ
シ

一

　
本
会
ニ

於
テ
各
戸
長
ハ

県
官
若
シ

ク
ハ

郡
吏
ヨ

リ
事
務
上
ノ

質
問
ア
ル

ト

キ
ハ

之
ニ

答
ヘ

及
ヒ

各
事
務
調
理
上
ニ

付
意
見
ア
レ

ハ

之
ヲ

具
陳
シ

テ
其
指

示
ヲ

受
ク
ヘ

シ

一

　
本
会
長
ハ

其
郡
長
之
任
ス

ヘ

シ

若
シ

郡
長
事
故
ア
ル

ト
キ
ハ

書
記
代
理
ス

ル

モ

ノ

ト
ス

一

　
会
同
上
ニ

要
ス

ル

細
則
ハ

郡
長
ニ

於
テ
之
ヲ

定
ム

ヘ

シ

（「
訓
第
四
号
四
冊
之
内
高
座
郡
役
処
達
」（
明
治
一

七
年
―
）相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）

七
七

　
愛
甲
郡
田
代
村
他
三
か

村
戸
長
改
選
を
め
ぐ
る

紛
議
（
一

－
三

）（一）

戸
長
管
撰
之
義
ニ

付
上
稟
書

神
奈
川
県
相
模
国
愛
甲
郡

田
代
村
外
三
ケ
村

平
本
清
三

外
四
十
一

名
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右
奉
申
上
候
当
連
合
戸
長
大
矢
邑
三
郎
義
事
故
有
之
曽
テ
辞
職
候
後
愛
甲
郡
長

ヨ

リ
後
任
戸
長
撰
挙
之
義
御
達
相
成
タ
ル

ニ

付
即
チ
撰
挙
仕
候
処
二

番
高
点
タ

ル

池
田
良
助
江

御
任
命
之
義
御
下
達
相
成
誠
ニ

其
当
ヲ

得
タ
ル

モ

ノ
ニ

シ

テ
私

共
一

同
県
令
閣
下
ノ

明
断
ニ

感
服
致
シ

居
候
処
豈
図
ラ
ン

ヤ

自
分
等
ノ

最
モ

望

シ
ニ

属
シ

タ
ル

同
人
ハ

病
気
ノ

為
メ

奉
職
難
仕
旨
申
出
タ
ル

趣
依
テ
想
フ

ニ

今

回
ハ

必
ス

最
高
点
タ
ル

旧
筆
生
等
□
御
任
命
被
遊
候
ナ

ラ
ン

乎
然
レ

共
同
人
等

義
ハ

私
共
ノ

毫
モ

希
望
ヲ

属
セ

サ
ル

義
ニ

テ
而
シ

テ
同
人
等
ノ

該
撰
挙
ニ

付
最

高
点
ト
相
成
タ
ル

ハ

大
ニ

事
情
有
之
義
ニ

テ
決
シ

テ
正
当
ノ

所
為
ト
云
フ

ヲ

得

サ
ル

ノ

事
ナ
キ
ニ

シ
モ

ア
ラ
ス

左
レ

ハ

若
シ
モ

閣
下
ニ

於
テ
後
任
戸
長
ヲ

同
人

等
ニ

命
セ

ラ
ル

ヽ

ニ

於
テ
ハ

当
部
ノ

平
穏
ハ

到
底
保
ツ

能
ハ

サ
ル

義
ニ

御
座
候

就
テ
ハ

私
共
人
民
ヲ

愛
セ

ラ
ル

ヽ

閣
下
ノ

御
明
断
ヲ

以
テ
断
然
後
任
戸
長
御
管

撰
ニ

テ
御
定
メ
被
成
度
此
段
奉
懇
願
候
也

明
治
十
八
年
三
月

神
奈
川
県
相
模
国
愛
甲
郡
田
代
村

第
廿
六
番
地
平
民
農

平

本

清

三

以
下
番
地
ヲ

除
ク

伊

従

太

吉

荻
田

弥
次
兵
衛

宇
佐
美

三
次
郎

伊
従

惣
右
衛
門

同

利
兵
衛

佐

藤

保
十
郎

高

嶋

清

蔵

大

矢

菊
次
郎

同

竹
次
郎

花

上

庄

平

伊

従

文
之
助

三
増
村平

本

源
十
郎

小
長
井

崎
太
郎

松

浦

林

蔵

平

本

田
一

郎

小
野
沢

増
太
郎

小
野
沢

時

蔵

同

守

蔵

平

本

武
兵
衛

岡

本

与

八

同

菊
次
郎

菊
地
原

熊

蔵

岡

本

万
之
助

角
田
村杉

浦

花
吉
郎

小

嶋

七

重

神
奈
川
県
令

沖

守
固
殿

半
原
村小

嶋
四
郎
兵
衛

同

清
左
衛
門

同

喜
兵
衛

同

徳
太
郎

大
貫

市
郎
兵
衛

同

儀

平

小

嶋

良

助

大

貫

治
兵
衛

同

市
郎
右
衛
門

小

嶋

米

作

木

藤

市
五
郎

木
藤

喜
代
太
郎

同

源
左
衛
門

同

半
右
衛
門

井

上

万

吉

井
上

伝
左
衛
門
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（二）

違
法
ノ
投
票
御
取
消
願

神
奈
川
県
愛
甲
郡

三
増
村
第
百
三
十
番
地
平
民
農

小
長
井

崎
太
郎

同
村
第
百
四
十
六
番
地
平
民
農

杉

浦

花
吉
郎

半
原
村
第
百
九
十
七
番
地
平
民
農

井

上

万

吉

田
代
村
第
廿
六
番
地
平
民
農

平

本

清

三

角
田
村
第
百
九
十
六
番
地
平
民
農

諏
訪
部

重
三
郎

右
謹
テ

奉
懇
願
候
当
連
合
前
戸
長
大
矢
邑
三
郎
儀
事
故
有
之
退
職
候
ニ

付
後
任

戸
長
推
選
之
儀
愛
甲
郡
ヨ

リ
被
達
即
チ
選
挙
投
票
仕
候
処
染
矢
三
郎
池
田
良
助

等
初
等
高
点
ニ

相
成
タ
リ（
尤
該
選
挙
ニ

当
リ
染
屋
三
郎
カ

尤
高
点
相
成
タ
ル

ニ

付
テ
ハ

多
少
不
正
ノ

所
為
ナ
キ
ニ

非
ラ
サ
ル

モ

）然
ル

ニ

閣
下
ノ

賢
明
ナ
ル

能
ク
私
共
人
民
ノ
志
望
ヲ

洞
察
在
セ

ラ
レ

該
投
票
ハ

詮
議

ノ

次
第
有
之
旨
ヲ

以
御
取
消
之
上
更
ニ

推
選
シ

可
差
出
旨
御
下
達
ニ

相
成
一

同

御
英
断
ニ

感
泣
仕
居
候
而
シ

テ
今
回
ノ
選
挙
会
ニ

モ

彼
染
矢
三
郎
等
高
点
ノ
内

ニ

相
成
愛
甲
郡
長
ヨ

リ
具
状
ノ

旨
ニ

因
リ
御
庁
ニ

於
テ
同
人
江

任
命
被
遊
候
趣

ニ

伝
承
誠
ニ

恐
愕
ノ

至
リ
ニ

御
座
候
元
来
前
戸
長
大
矢
邑
三
郎
ヘ

対
シ

職
務
上

不
正
ノ

所
為
ナ
ル

廉
ヲ

以
テ
昨
明
治
十
七
年
十
一

月
中
私
共
人
民
ヨ

リ
告
訴
ヲ

為
シ

タ
ル

モ

其
際
御
参
考
書
中
ニ

明
記
セ

シ

如
ク
大
矢
邑
三
郎
ハ

唯
々

名
義
ヲ

出
シ

居
ル

ノ
ミ
ニ

シ

テ
其
実
不
正
ノ
事
務
取
扱
ヲ

為
シ

タ
ル

ハ

旧
筆
生
輩
ニ

シ

テ
就
中
今
回
任
命
相
成
タ
ル

染
矢
三
郎
ノ
如
キ
ハ

当
時
其
首
席
ヲ

占
メ
居
リ
タ

ル

ヲ

以
最
モ

其
責
ニ

任
ス

ヘ

キ
モ

ノ
ナ

リ
ト
思
考
セ

シ
モ

仲
裁
人
ノ

双
方
起
リ

タ
リ
シ

モ

故
意
ア
ル

ニ

非
ラ
サ
ル

旨
ヲ

謝
シ

其
意
ヲ

表
ス

ル

為
メ
ト
テ
大
矢
邑

三
郎
ハ

直
チ
ニ

解
職
ヲ

出
願
シ

次
テ
筆
生
等
モ

亦
退
職
シ

熟
議
和
解
ニ

相
成
告

訴
ノ

願
下
ケ
ヲ

為
ス

ニ

至
リ
タ
ル

次
第
ニ

有
之
右
ノ

如
ク

染
矢
三
郎
ハ

私
共
人

民
ノ

望
ミ
ヲ

属
セ

サ
ル

モ

ノ
ニ

シ

テ
期
ク
数
回
高
点
者
中
ニ

入
ル

ハ

暗
々

裏
ニ

不
正
ノ

所
為
ヲ

為
セ

シ

事
ナ
キ
ニ

非
ラ
サ
ル

モ

如
何
セ

ン

其
事
ノ

巧
ミ

ナ
ル

前

段
之
ヲ

正
拠
立
ツ

ル

ノ

確
証
ヲ

挙
ク
ル

ヲ

得
ス

止
ム

ナ
ク
恨
ヲ

呑
テ
忍
耐
致
居

リ
候
処
今
回
ノ

如
キ
ハ

其
選
挙
会
ニ

際
シ

明
証
ナ
ル

違
法
ノ

廉
有
之
モ

ノ
ナ
ル

事
ヲ

発
見
仕
候
間
即
チ
再
ヒ

閣
下
ノ

御
英
断
ヲ

煩
ハ

ス

ニ

至
リ
タ
ル

儀
ニ

御
座

候
就
テ
ハ

願
之
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